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告 示

栃 木 県 告 示 第 五 百 四 十 六 号

　 補 助 金 等 の 名 称 等 を 定 め る 告 示 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 告 示 第 三 百 五 十 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 平

成 二 十 七 年 度 分 の 補 助 金 等 か ら 適 用 す る 。

    平 成 二 十 七 年 十 一 月 二 十 七 日

栃 木 県 知 事 　 　 福 　 　 田 　 　 富 　 　 一 　 　

　 産 業 労 働 観 光 部 の 部 工 業 振 興 課 の 款 も の づ く り 技 術 強 化 補 助 金 の 項 の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。

先 端 も の づ

く り 産 業 研

究 開 発 等 支

援 事 業 費 補

助 金

成 長 産 業 で あ る

航 空 機 、 医 療 機

器 及 び 次 世 代 自

動 車 （ 先 端 的 な

技 術 を 用 い た 自

動 車 を い う 。 ）

の 製 造 業 及 び そ

の 関 連 産 業 （ 以

下 こ の 項 に お い

て 「 先 端 も の づ

く り 産 業 」 と い

う 。 ） に お け る

研 究 開 発 等 を 支

援 す る こ と に よ

り 、 先 端 も の づ

く り 産 業 の 競 争

力 の 強 化 を 図

り 、 も つ て 県 民

の 雇 用 機 会 の 増

県 内 に 事 業 所 を 有 す る 中 小 企 業 基 本 法

第 二 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 中 小 企 業

者 （ 知 事 が 別 に 定 め る 者 を 除 く 。 以 下

こ の 項 に お い て 「 中 小 企 業 者 」 と い

う 。 ） が 行 う 先 端 も の づ く り 産 業 に 係

る 新 技 術 及 び 新 製 品 の 開 発 等 に 要 す る

次 に 掲 げ る 経 費

一 　 原 材 料 及 び 副 資 材 の 購 入 に 要 す る

経 費

二 　 機 械 装 置 又 は 工 具 器 具 の 購 入 、 試

作 、 改 良 、 据 付 け 、 借 用 又 は 修 繕 に

要 す る 経 費

三 　 外 注 加 工 に 要 す る 経 費

四 　 技 術 指 導 の 受 入 れ に 要 す る 経 費

五 　 研 究 開 発 等 に 直 接 従 事 す る 者 の 人

件 費

六 　 知 的 財 産 権 に 係 る 出 願 等 に 要 す る

経 費

七 　 一 か ら 六 ま で に 掲 げ る も の の ほ

当 該 経 費 の 二 分 の

一 以 内 。 た だ し 、

二 千 万 円 を 限 度 と

す る 。

中 小 企 業 者
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大 及 び 県 内 経 済

の 活 性 化 に 資 す

る 。

　 か 、 知 事 が 特 に 必 要 と 認 め る 経 費

（ 工 業 振 興 課 ）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第547号
　難病の患者に対する医療等に関する法律（平成26年法律第50号）第20条の規定により次の指定医療機関がそ
の指定を辞退したので、同法第24条の規定により公示する。
　　平成27年11月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
薬局

名 称 所 在 地 開 設 者 名 指定辞退年月日

ルミル薬局 宇都宮市馬場通り２-３-６
真清館ビル

株式会社パワーファーマシー 平成27年10月31日

（健康増進課）　
　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第548号
　飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和28年法律第35号）第56条第７項及び飼料の安全性の
確保及び品質の改善に関する法律施行令（昭和51年政令第198号）第11条第４項の規定により、平成27年７月
から同年９月までの間に検査した収去飼料の分析結果の概要を次のとおり公表する。
　　平成27年11月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　栄養成分に関する検査

製 造 事 業 場 等
の 名 称 及 び
所 在 地

収 去 場 所 飼料の名称
製 造
（輸入）
年 月

試 験 項 目
違反の有無
及 び 違 反
の 内 容

茨城県神栖市
全国酪農飼料株式
会社鹿島工場

那須塩原市
有限会社相馬
運輸

プラチナチ
ケット

H27.７ 栄養成分等－粗たん白質、粗
脂肪、粗繊維、粗灰分、カル
シウム、りん

無

茨城県神栖市
協同飼料株式会社
鹿島工場

那須塩原市
有限会社相馬
運輸

協同飼料スー
パーミックス
乳牛用13

H27.７ 栄養成分等－粗たん白質、粗
脂肪、粗繊維、粗灰分、カル
シウム、りん

無

那須郡那須町
株式会社那須の農
那須TMRサブセ
ンター

同左 TMR H27.８ 栄養成分等－粗たん白質、粗
繊維、粗灰分

無

那須塩原市
カワサキコーポ
レーション株式会
社黒磯営業所

同左 ビートパルプ
（とうもろこ
しミックス）

H27.８ 栄養成分等－粗たん白質、粗
脂肪、粗繊維、粗灰分、カル
シウム、りん

無

真岡市
明治飼糧株式会社
真岡センター

同左 明治配合飼料
ドライミック
スC15

H27.９ 栄養成分等－粗たん白質、粗
脂肪、粗繊維、粗灰分、カル
シウム、りん

無

注）１　試験項目の欄には、栄養成分等－粗たん白質等の検査項目ごとに記載する。
　　２ 　違反の有無及び違反の内容の欄には違反の有無を記載し、表示量に対して過不足があった場合には

その成分名、試験値及び過不足の量を、原材料について違反があった場合にはその内容を、それぞれ



（975）栃 木 県 公 報 第2737号平成27年11月27日　金曜日

記載する。
２　安全性に関する検査

製 造 事 業 場 等
の 名 称 及 び
所 在 地

収 去 場 所
飼 料 又 は
飼料添加物
の 区 分

飼料又は飼
料 添 加 物
の 名 称

製 造
（輸入）
年 月

試 験 項 目
違反の有無
及 び 違 反
の 内 容

茨城県神栖市
全国酪農飼料株式
会社鹿島工場

那須塩原市
有限会社相馬
運輸

飼料 プラチナチ
ケット

H27.７ 重金属－カドミ
ウ ム、 ひ 素、
鉛、水銀

無

茨城県神栖市
協同飼料株式会社
鹿島工場

那須塩原市
有限会社相馬
運輸

飼料 協同飼料スー
パーミックス
乳牛用13

H27.７ 重金属－カドミ
ウ ム、 ひ 素、
鉛、水銀

無

那須郡那須町
株式会社那須の農
那須TMRサブセ
ンター

同左 飼料 TMR H27.８ 重金属－カドミ
ウム、ひ素、鉛

無

那須塩原市
カワサキコーポ
レーション株式会
社黒磯営業所

同左 飼料 ビートパルプ
（とうもろこ
しミックス）

H27.８ 重金属－カドミ
ウム、ひ素、鉛

無

真岡市
明治飼糧株式会社
真岡センター

同左 飼料 明治配合飼料
ドライミック
スC15

H27.９ 重金属－カドミ
ウム、ひ素、鉛

無

注）１　試験項目の欄には、重金属－カドミウム等の検査項目ごとに適宜区分し記載する。
　　２ 　違反の有無及び違反の内容の欄には違反の有無を記載し、違反が認められた場合には、その違反の

内容、違反となった試験項目及びその試験値を記載する。
（畜産振興課）　

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第549号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成27年11月27日から同年12月28日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成27年11月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　那須西郷線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

203

前

那須郡那須町大字高久丙字玉取平
1148-842から
那須郡那須町大字高久丙字玉取平
1148-842まで

12.8 ～ 13.1 3.7

後

那須郡那須町大字高久丙字玉取平
1148-842から
那須郡那須町大字高久丙字玉取平
1148-842まで

12.8 ～ 16.5 3.7



（976） 栃 木 県 公 報 第2737号平成27年11月27日　金曜日

Ⅱ
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　伊王野白河線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

238

前
那須郡那須町大字蓑沢字打尾木1111-
１から
那須郡那須町大字大畑字石平596まで

7.5 ～ 15.0 180.0

後
那須郡那須町大字蓑沢字打尾木1111-
１から
那須郡那須町大字大畑字石平596まで

9.0 ～ 22.0 180.0

　───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第550号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、平成27年11月27日から同年12月28日まで一般の縦
覧に供する。
　　平成27年11月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

24 主 要 地 方 道
大 子 那 須 線

那須郡那須町大字寺子乙字上ノ原4415-１から
那須郡那須町大字寺子乙字上ノ原3933-22まで 平成27年11月27日

225 一 般 県 道
花岡狹間田線

塩谷郡高根沢町大字花岡字中ノ沢1476-２から
塩谷郡高根沢町大字花岡字冷古川1488-２まで 平成27年11月27日

238 主 要 地 方 道
伊王野白河線

那須郡那須町大字蓑沢字打尾木1111-１から
那須郡那須町大字大畑字石平596まで 平成27年11月27日

（道路保全課）　
　───────────────────────────────────────────────

公 告
　　　○公共測量の終了
　平成26年１月21日付けの栃木県公報で公示した「公共測量の実施」について、測量法（昭和24年法律第188
号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、栃木市長から、その公共測量が終わった旨通知
があったので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により次のとおり公示する。
　　平成27年11月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　作業種類
　　公共測量（数値地形図データ作成）
２　作業地域
　　栃木市
３　作業期間
　　平成25年７月31日から平成27年10月29日まで

（監理課）　
　───────────────────────────────────────────────
　　　○都市計画の変更の案の縦覧等
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　都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条第１項の規定により、都市
計画を変更しようとするので、同法第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定により、次のとお
り公告し、当該都市計画の変更の案を縦覧に供する。
　なお、同法第21条第２項において準用する同法第17条第２項の規定により、関係市町村の住民及び利害関係
人は、縦覧期間満了の日までに知事に意見書を提出することができる。
　　平成27年11月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
１　都市計画の種類及び名称
　　那須塩原都市計画道路３・２・１号東那須野大通り
　　那須塩原都市計画道路３・４・15号黒磯本通り
２　都市計画を定める土地の区域
　　変更する部分
　　那須塩原市本町の一部
　　削除する部分
　　那須塩原市材木町、島方、高砂町、中央町、豊浦北町、豊住町、東大和町、本町及び前弥六の各一部
３　縦覧場所
　　栃木県県土整備部都市計画課、栃木県大田原土木事務所企画調査部企画調査課及び那須塩原市建設部都市
計画課
４　縦覧期間
　　平成27年11月27日から同年12月11日まで

（都市計画課）　
　───────────────────────────────────────────────

教 育 委 員 会
栃木県教育委員会告示第12号
　博物館法（昭和26年法律第285号）第10条の規定により、次の施設を博物館登録原簿に登録したので、博物
館の登録に関する規則（昭和27年栃木県教育委員会規則第１号）第６条の規定により公示する。
　　平成27年11月27日

栃木県教育委員会　　

登 録 年 月 日 記 号 番 号 博 物 館 の 名 称 博 物 館 の 所 在 地

平成27年11月13日 私博第11号 藤城清治美術館那須高原 那須郡那須町湯本203

（生涯学習課）　
　───────────────────────────────────────────────

調 達 等 公 告
　　　○落札者等の公示
　落札者等について、次のとおり公示する。
　　平成27年11月27日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
〔掲載順序〕
①調達件名及び数量　②契約に関する事務を担当する課又は公所等の名称及び所在地　③調達方法　④落札決
定日（随意契約の場合は相手方を決定した日）　⑤落札者（随意契約の場合は契約者）の氏名及び住所　⑥落
札価格（随意契約の場合は契約価格）　⑦契約方法　⑧入札公告日又は公示日　⑨随意契約の理由（随意契約
の場合）　⑩指名業者名（指名競争入札の場合）　⑪落札方法（競争入札の場合）

１　①消防防災ヘリコプター　１式　②栃木県県民生活部消防防災課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月2,980円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

購入等　④平成27年11月６日　⑤三井物産エアロスペース株式会社　東京都港区芝公園２-４-１　⑥
1,921,212,000円　⑦一般競争入札　⑧平成27年９月４日　⑪最低価格
２　①立フライス盤　５式　②栃木県会計局会計管理課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③購入等　④平成27
年10月21日　⑤藤井産業株式会社　栃木県宇都宮市平出工業団地41-３　⑥48,060,000円　⑦一般競争入札
　⑧平成27年８月28日　⑪最低価格
３　①実大製材品接合部等強度試験機　１式　②栃木県会計局会計管理課　栃木県宇都宮市塙田１-１-20　③
購入等　④平成27年11月13日　⑤株式会社コアミ計測機　栃木県宇都宮市二荒町８-２　⑥33,480,000円　
⑦一般競争入札　⑧平成27年９月25日　⑪最低価格

（会計局会計管理課）　
　───────────────────────────────────────────────


